
寒くなったら水道管の凍結に注意！
◆こんなときには凍結に注意！

気温が氷点下４℃以下になると水道管が凍結しや
すくなります。屋外の水道管、北側で日が当たらな
い場所、風当たりが強いところ、むき出しになって
いる水道管は特に注意が必要です。長期間留守にす
る場合は凍結防止対策をお忘れなく。天気予報を確
認して水道管を凍結から守りましょう。
◆凍結を防止する対策
・むき出しになっている水道管は、発泡スチロール

製の保温材などで保温してください。
・屋外の蛇口は、乾いたタオルなどで保温し、水に

濡れないようにビニールで包む簡易対策も一定の
効果があります。

・蛇口から水を少し出しておく。（水道料金は加算）
・給湯器などは機器の凍結防止マニュアルをご確認

ください。
◆もし凍結してしまったら…
・立ち上がり管の場合は、水道管に直接ぬるま湯を

かけて様子をみてください。
・蛇口の場合は、蛇口にタオルを当ててぬるま湯を

かけると、余熱も利用できて効果的です。
※熱湯の使用は、器具が破損したりやけどをしたり

するおそれがあるので、避けましょう。
・凍結して水が出なくても必ず蛇口を閉めて外出し

ましょう。
※気温が上がり、氷が溶け出すと水が出しっぱなし

となりますので、ご注意ください。
◆管が破損して水が漏れ出したら…
・水道メーターボックス内のバルブを閉め、水道業

者へ修理を依頼してください。（修理代金は自己負
担）

・長期間留守にする場合は、万一の漏水を防止する
ために、元栓を閉めましょう。
◆凍結した後に赤い水が出てきたら…
　凍結後に水を使い始めるとき、濁った水が出る場
合があります。宅内の水道管凍結の影響です。濁り
がなくなるまでしばらく水を流してください。

安心安全な水道水のための水質検査
・原水（取水口から汲み上げた水）は月に１回検査を

しています。
・浄水は市内 9 箇所で月に１回検査をしています。
・管末（配水池から離れている市内 18 箇所） は年中無

休で残留塩素・色・濁りの検査をしています。
※残留塩素とは…水道水中に残っている消毒用の塩素

のことです。水道法では、蛇口から出る水道水の中
に 0.1mg/ℓ以上の塩素が残っていなければならな
いように定められています。水道水の中に病原微生
物を殺菌する塩素が残っていることは、適切に消毒
が行われている証です。

水道に関するよくある質問Q&A
Q.水道水の色に異常を感じた場合、どうすればいい

ですか？
A.いろんな原因が考えられますが、まずは透明になる

までしばらく水を流してください。それでも気にな
る場合は、企業局へご相談ください。

Q.頼んでもいないのに水質検査に業者がやってきたの
ですが？

A.企業局では、事前に依頼がなければ水質検査で訪
問することはありません。また、業者に検査を委託
したり、物品を販売したりすることはありませんの
で、不審な場合はお問い合わせください。
事例：水道水に含まれる残留塩素と反応する薬品を

使い、色がピンクなどに変わることを示し、
水道水に有害な物質が含まれているような
不安感を与えて浄水器などを販売する。

Q.頼んでいないのに水道メーターの交換に業者がやっ
てきたのですが？

A.水道メーターは 8 年ごとに無料で企業局の委託業
者が交換します。この定期交換のときに代金をいた
だくことはありません。

※企業局の職員や企業局の委託業者は身分証明書を携
帯しています。不審な場合は身分証明書の提示を求
めるか、企業局へお問い合わせください。
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滞納処分ってどんなこと？
　地方税法・国税徴収法などに定められている
事務執行です。税を滞納している人の財産を差
し押さえ、差し押さえた財産の取り立てや公売
を行い、それを税金に充てる一連の手続きのこ
とです。
●不動産、預貯金口座、生命保険、給与などの
差し押え
勤務先や金融機関などに調査を行い、財産を把
握し、取り立てや公売を行います。
●自動車の差し押え
自動車にタイヤロックを装着し、使用を制限し
て自動車を引き揚げ、公売します。
●居住などの捜索
財産を見つけるために
住居などを強制的に捜
索します。
●公売
差し押さえた財産を、
公売会やインターネッ
トを通じて売却します。

おすすめです！　便利な口座振替・自動払込
　荒尾市公金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書は、市内の取扱金融機
関にあります。市外の人には申込書を送付することもできます。混雑する窓
口でその都度支払う必要がなく、一度手続きをすれば毎年継続されます。
　申し込みには、市税などの納税義務者の認印、取扱金融機関の引き落し口
座の通帳印が必要です。固定資産税の支払いを申し込む場合は、納税通知書
番号を記入してください。

水道料金、水道使用開始・中止について
問企業局お客さまセンター　☎ 64-3333
水漏れや水が出ないとき　問企業局建設課　☎ 64-2700
夜間の緊急連絡　問企業局総務課　☎ 64-3350
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税金を納期内に納められない場合
は、必ず収納課にご連絡ください
　納付期限内に納めることが難しい場合は、必
ず収納課にご連絡ください。現在の状況などを
聞かせていただき、納税の方法などの相談をお
受けします。

夜間と休日に納税窓口を開きます
　納税相談も行いますので、ご利用ください。
【平日の夜間納税窓口】
●開設日　12 月 1 日（月）～ 12 日（金）
●時間　午後 5 時 15 分～８時
【休日の納税窓口】
●開設日　
12 月 6 日（土）・7 日（日）・13（土）・14 日（日）
●時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
【受付窓口】　収納課⑧窓口
【対象税目】　
市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康
保険税

暮らしを支える
公平な納税にご協力を！

安心・安全な水道水を
家庭にお届けしています

行 政サービスを支えているのは地
方税や国民健康保険税などの税

金です。税金は教育、福祉、消防・
救急、ゴミ処理といった私たちの生
活に身近でさまざまな住民サービス
を賄うための貴重な自主財源です。
県や市では行財政改革を進めて経費
の節減に努める一方、税を公平に負
担していただくため、税が納付納入
されない場合などには厳正に滞納処
分を行っています。
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問収納課　☎ 63-1353
☎ 63-1362

12 月は納税整理強化月間

市民サービスセンター（あらおシティモール 2階）で納められます
　平日と土・日・祝日、午前 10 時 30 分から午後 7 時まで、納付期限
内の納税通知書（使用期限内の督促状を含む）で納めることができます。
※納付期限日の過ぎたものは受け付けることができません。納期限が過

ぎてしまった場合は、収納課にお問い合わせください。

水 道水は塩素消毒をしているので安心して飲むこと
ができます。企業局では水道水を安心して飲んで

いただくために、水源から蛇口まで、きめ細かな水質管
理を行っています。

▶
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